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【意見】 
  小児医療圏において北勢医療圏は相対的医師少数区域であり「特に配慮が必要な 
 区域として医師の増加を図る」との記載があり、産科・小児科における医師確保の 
 方針では、「具体的な短期的施策としては、医師の派遣調整や専攻医の確保を行い 
 ます。」とあるが、それ以上の具体的な案については述べられていないため、より 
 具体策を検討いただきたい。 
【回答案】 

 産科・小児科における医師確保計画では、県全体、周産期医療圏および小児医療
圏単位での医師確保や地域偏在の是正を目的としており、その具体的な施策につ
いては、第４章４（４）において事業内容を記載しています。 
 具体的には、産科・小児科において、医師の派遣調整を関係機関と連携して行う
ほか、将来の専門医を確保するための事業の実施や三重県医師修学資金貸与制度
の運用による県内医師の確保、地域医療介護総合確保基金の活用による勤務医の
処遇改善等の取組を実施していきます。 

 
３ 今後の予定 
  令和２年３月 16 日  三重県地域医療対策協議会の開催 
  令和２年３月 30 日  三重県医療審議会において最終案を諮問・答申 
 
 
 
 
 


